
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和７年１１月７日（金）   ８：１０～８：２１ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：高 市 早 苗 内閣総理大臣 

林 芳 正 国務大臣（総務大臣） 

平 口  洋 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

松 本 洋 平 国務大臣（文部科学大臣） 

上 野 賢一郎 国務大臣（厚生労働大臣） 

鈴 木 憲 和 国務大臣（農林水産大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

金 子 恭 之 国務大臣（国土交通大臣） 

石 原 宏 高 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（防衛大臣） 

木 原  稔 国務大臣（内閣官房長官） 

松 本   尚 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

牧 野 たかお 国務大臣（復興大臣） 

あかま 二 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

黄川田 仁 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小野田 紀 美 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：尾 﨑 正 直 内閣官房副長官 

佐 藤   啓 内閣官房副長官 

露 木 康 浩 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       ５件 

○国会提出案件    ２０件 

○政令         ４件 

○人事         ４件 

○配布         ２件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解等となった。 
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議事内容： 

○木原国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

まず、閣議案件について、尾﨑副長官から御説明申し上げます。 

○尾﨑内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「シナイ半島国際

平和協力業務実施計画の変更」及び「同業務の実施の状況」について、御決定をお

願いいたします。本件は、エジプト・シナイ半島における多国籍部隊・監視団への

司令部要員及び連絡調整要員の派遣を継続するため、実施期間を令和８年１１月３

０日まで１年間延長するものであり、決定の上は、同計画の変更及び同業務の実施

状況について、国会に報告するものであります。あわせて、同計画の変更内容を反

映する「シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部改正令」について、

御決定をお願いいたします。 
次に、「日米地位協定」第２条に基づく、施設・区域の新規提供等について、御決

定をお願いいたします。今回の案件は、令和７年度日米豪共同離島等統合防災訓練

を実施するため、防衛装備庁航空装備研究所新島支所の一部建物等を新規提供する

もの等、計３件であります。 
次に、「海賊対処行動に係る内閣総理大臣の承認」及び「同承認に係る国会報告」

について、御決定をお願いいたします。本件につきましては、後程、防衛大臣から

御発言があります。また、「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府

の取組の一部変更」について、御決定をお願いいたします。本件は、中東地域にお

ける平和と安定及び日本関係船舶の安全確保のために我が国独自の取組として行

っている自衛隊による活動期間を、令和８年１１月１９日まで１年間延長する等の

変更を行うものであります。 
次に、信・解任状に認証を仰ぐことについて、御決定をお願いいたします。本件

は、「ジャマイカ国」及び「ベラルーシ国」駐箚特命全権大使の異動に伴い、交付す

べき信任状及び解任状であります。 
次に、質問主意書に対する答弁書１８件について、お手元の資料のとおり、御決

定をお願いいたします。 
次に、政令３件について、御決定をお願いいたします。まず、「行政書士法の一部

改正法の施行に伴う関係整理政令」は、同改正法の施行に伴い、関係政令の規定の

整理を行うものであります。 
次に、「再資源化事業等高度化法の施行期日令」は、同法の施行期日を本年１１月

２１日とするものであり、「同法第１０条第１項の要件を定める政令の一部改正令」

は、同法の施行に伴い、認定制度の申請の要件を定める等の改正を行うものであり

ます。 
次に、人事案件について、申し上げます。まず、茂木外務大臣が、Ｇ７外相会合

出席等のため、１１日から１３日まで、海外出張されますので、御了解をお願いい

たします。 
次に、外務副大臣堀井巌に、ボリビア国大統領就任式典に参列する特派大使を命

ずることについて、御決定をお願いいたします。 
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次に、裁判官人事といたしまして、判事兼簡易裁判所判事に任命するもの外１件

について、御決定をお願いいたします。 
次に、岡部正英外１５４名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
次に、件名外の配布資料といたしまして、「家計調査報告」があります。本件につ

きましては、後程、総務大臣から御発言があります。なお、本件の公表時刻は８時

３０分ですので、それまでの間、不公表となります。 
○木原国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、防衛大臣。 
○小泉国務大臣：現在、海賊対処法に基づき護衛艦１隻とＰ－３Ｃ哨戒機１機をソマ

リア沖・アデン湾に派遣し、船舶の安全を確保しているところですが、海賊を生み

出す根本的な原因はいまだ解決しておらず、状況には依然として変化が見られませ

ん。このため、本年１１月２０日から１年間、自衛隊による活動を継続し、引き続

き我が国及び外国の船舶を海賊行為から防護するために必要な行動をとることと

したいと思います。この海賊対処行動の発令について、内閣総理大臣の承認を受け、

また所要の事項の国会への報告をお願いしたく、各位の御理解をお願いします。 
○木原国務大臣：次に、総務大臣。 
○林国務大臣：本日、家計調査結果を公表いたします。公表時刻は８時３０分ですの

で、その旨御留意ください。２人以上の世帯の９月の消費支出は、１年前に比べ実

質１．８パーセントの増加となりました。食料などが減少となった一方、自動車等

関係費や教養娯楽サービスなどが増加となっております。引き続き今後の消費支出

の動向を注視してまいります。 
○木原国務大臣：次に、内閣総理大臣から御発言がございます。 
○高市内閣総理大臣：茂木大臣は、海外出張いたしますが、その出張不在中、木原内

閣官房長官を臨時代理とすることといたします。 
○木原国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。まず、内閣総理大臣から御発言がござ

います。 
○高市内閣総理大臣：去る５日、会計検査院長から、令和６年度決算検査報告を受け

取りました。この検査報告における件数は３１９件、指摘金額は総額５４０億円と

なっています。政府としては、この検査報告を厳粛かつ真摯に受け止め、行政に対

する国民の信頼を取り戻すための取組を進める必要があります。閣僚各位におかれ

ては、自ら率先し、事務事業の在り方を見直し、また、適正な会計処理を徹底する

など、検査報告事項の確実な改善に努めていただくようお願いいたします。また、

予算の効率的かつ適切な執行を行うことが重要であることから、検査報告事項や国

会での審議内容を令和８年度予算等に的確に反映していただくようお願いいたし

ます。 
○木原国務大臣：次に、財務大臣。 
○片山国務大臣：総理からの御発言を踏まえ、閣僚各位におかれましては、改めて、

予算の厳正かつ効率的な執行等に努めていただきたいと存じます。財政当局として

は、今回の決算検査報告などを、令和８年度予算編成等に的確に反映する必要があ
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ると考えております。閣僚各位の御協力をお願いいたします。

○木原国務大臣：ほかに御発言はございますか。

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。
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令和７年 

11月７日 

◎ 一 般 案件

 ○ シ ナイ半 島 国際 平 和協 力 業務 実 施計 画 の変 更 につ

い て （ 決 定）    （ 内 閣 府 本 府 ・外 務 ・防 衛 省）

〃 ○ 「日 本国 と アメ リ カ合 衆 国と の 間の 相 互協 力 及び

安 全 保 障 条約第 ６ 条に 基 づく 施 設及 び 区域 並 び に

日 本 国 に おける 合 衆国 軍 隊の 地 位に 関 する 協 定 」

第 ２ 条 に 基づく 施 設及 び 区域 の 追加 提 供及 び 新 規

提 供 に つ いて（ 決 定）                 （ 防 衛 省）

〃 ○ 海賊 対処 行 動に 係 る内 閣 総理 大 臣の 承 認に つ いて

（ 決 定 ）                                 （ 同 上 ）

〃 ○ 中東 地域 に おけ る 日本 関 係船 舶 の安 全 確保 に 関す

る 政 府 の 取組の 一 部変 更 につ い て（ 決 定）

（ 内 閣 官房 ・外 務 ・防 衛 省）

 ☆ ジ ャマ イカ 国 駐箚 特 命全 権 大使 丸 山浩 平 外１ 名 に

交 付 す べ き信任 状 及び 前 任特 命 全権 大 使渥 美 恭 弘

外 １ 名 の 解任状 に つき 認 証を 仰 ぐこ と につ い て

（ 決 定 ）                                  （ 外 務 省）

◎ 国 会 提出 案件

○ シ ナ イ半島 国 際平 和 協力 業 務の 実 施の 状 況に つ い

て （ 決 定）       （内 閣府本 府 ・外 務 ・防 衛 省）

〃 ○ 海賊 行為 の 処罰 及 び海 賊 行為 へ の対 処 に関 す る法

律 第 ７ 条 第３項 に 基づ く 国会 報 告に つ いて

（ 決 定 ）                                （ 防 衛 省）

1. 衆 議院 議員緒 方 林太 郎 （有 志 ）提 出 連立 政 権

に 関 す る 質問に 対 する 答 弁書 に つい て

（ 決 定 ）                 （内 閣 官房 ）

〃 ○ 1. 衆議 院 議員 緒 方林 太 郎（ 有 志） 提 出憲 法 の幾

つ か の規 定に関 す る質 問 に対 す る答 弁 書に つ

い て （決 定）           （ 同上 ） 

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り
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1. 衆 議院 議員 櫛 渕 万里 （ れ新 ） 提出 外 国人 と の

秩 序 あ る 共生社 会 推進 室 に関 す る質 問 に対 す

る 答 弁 書 につい て （決 定 ）   （内 閣 官房 ） 

1. 衆 議院 議員八 幡 愛（ れ 新） 提 出Ａ Ｉ 導入 に よ

る 実 質 的 生産性 低 下の 懸 念に 関 する 質 問に 対

す る 答 弁 書につ い て（ 決 定） （ 内閣 府 本府 ） 

1. 衆 議院 議員八 幡 愛（ れ 新） 提 出株 式 会社 オ ル

ツ へ の 政 府支出 に 関す る 質問 に 対す る 答弁 書

に つ い て （決定 ）         （ 同上 ） 

1. 参 議院 議員牧 山 ひろ え （立 憲 ）提 出 物価 高 対

策 の 緊 要 性に関 す る質 問 に対 す る答 弁 書に つ

い て （ 決 定）           （ 同上 ） 

1. 参 議院 議員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 国立 公 文

書 館 に よ るＳＮ Ｓ 上で の 寄附 の 募集 に 関す る

質 問 に 対 する答 弁 書に つ いて （ 決定 )( 同上 ） 

1. 衆 議院 議員八 幡 愛（ れ 新） 提 出風 俗 求人 の ア

ド ト ラ ッ クに対 す る適 切 な規 制 の在 り 方に 関

す る 質 問 に対す る 答弁 書 につ い て（ 決 定） 

（ 警 察 庁） 

1. 参 議院 議員伊 藤 孝恵 （ 民主 ） 提出 指 定病 院 等

に お け る 不在者 投 票等 に 関す る 質問 に 対す る

答 弁 書 に ついて （ 決定 ）     （ 総 務省 ） 

1. 参 議院 議員な が え孝 子 （無 所 属） 提 出郵 便 投

票 制 度 の 改善及 び 投票 機 会の 拡 充に 関 する 質

問 に 対 す る答弁 書 につ い て（ 決 定） （ 同上 ） 

1. 衆 議院 議員尾 辻 かな 子 （立 憲 ）提 出 同性 婚 に

関 す る 違 憲判決 後 の法 務 省の 対 応方 針 及び 過

去 の 民 法 違憲判 決 にお け る検 討 ・審 議 期間 等

に 関 す る 質問に 対 する 答 弁書 に つい て 

（ 決 定 ）            （ 法 務省 ） 

1. 衆 議院 議員 櫛 渕 万里 （ れ新 ） 提出 外 国人 の 受

入 れ の 基 本的な 在 り方 の 検討 の ため の 論点 整

理 に 関 す る質問 に 対す る 答弁 書 につ い て 

（ 決 定 ）             （ 同上 ） 
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1. 衆 議院 議員緒 方 林太 郎 （有 志 ）提 出 歴史 認 識

に 関 す る 質問に 対 する 答 弁書 に つい て 

（ 決 定 ）            （ 外 務省 ） 

1. 参 議院 議員伊 勢 崎賢 治 （れ 新 ）提 出 集団 殺 害

犯 罪 の 防 止及び 処 罰に 関 する 条 約批 准 に向 け

た 同 条 約 と国内 法 制と の 関係 の 整理 に 関す る

質 問 に 対 する答 弁 書に つ いて （ 決定 )( 同上 ） 

1. 参 議院 議員伊 勢 崎賢 治 （れ 新 ）提 出 １９ ３ ６

年 の 危 険 薬品の 不 正取 引 の防 止 に関 す る条 約

第 ２ 条 （ ｃ）の 共 謀に 関 する 質 問に 対 する 答

弁 書 に つ いて（ 決 定）       （ 同上 ） 

1. 参 議院 議員牧 山 ひろ え （立 憲 ）提 出 食料 品 に

係 る 消 費 税率を ゼ ロ％ と する 提 案に 関 する 質

問 に 対 す る答弁 書 につ い て（ 決 定 )( 財 務省 ） 

1. 衆 議院 議員八 幡 愛（ れ 新） 提 出Ｓ Ｏ ＲＡ ２ と

著 作 権 法 第３０ 条 の４ に 関す る 質問 に 対す る

答 弁 書 に ついて （ 決定 ）   （ 文部 科 学省 ） 

1. 参 議院 議員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 高市 早 苗

内 閣 総 理 大臣に よ る上 野 賢一 郎 厚生 労 働大 臣

へ の 労 働 時間規 制 の緩 和 検討 指 示に 関 する 質

問 に 対 す る答弁 書 につ い て（ 決 定） 

（ 厚 生労 働省） 

 

◎ 政  令 

○ シ ナ イ半島 国 際平 和 協力 隊 の設 置 等に 関 する 政 令

の 一 部 を改正 す る政 令 （決 定 ） 

（ 内 閣 府本府 ・ 外務 ・ 財務 ・ 防衛 省 ） 

〃  ○ 行政 書士 法 の一 部 を改 正 する 法 律の 施 行に 伴 う関

係 政 令 の 整理に 関 する 政 令（ 決 定）  （総 務 省）  
〃  ○ 資源 循環 の 促進 の ため の 再資 源 化事 業 等の 高 度化

に 関 す る 法律の 施 行期 日 を定 め る政 令 （決 定 ）  
（ 環 境省 ）  

〃  ○ 資源 循環 の 促進 の ため の 再資 源 化事 業 等の 高 度化

に 関 す る 法律第 １ ０条 第 １項 の 要件 を 定め る 政 令

の 一 部 を 改正す る 政令 （ 決定 ）     （ 同 上）  

資 料  
あ り  

7



◎ 人  事   

 ☆ 外 務大 臣茂 木 敏充 の 海外 出 張に つ いて （ 了解 ）  
○ 外 務 副大臣 堀 井  巌 にボ リ ビア 国 大統 領 就任 式 典

に 参 列 する特 派 大使 を 命ず る こと に つい て  
（ 決 定） 

 ☆ 簡 易裁 判所 判 事兼 判 事榆井 英夫 外 １名 を 判事 兼 簡

易 裁 判 所 判事等 に 任命 す るこ と につ い て（ 決 定）  
☆ 元 佐 野市長 岡 部正 英 外１ ５ ４名 の 叙位 又 は叙 勲 に

つ い て （決定 ） 

 

◎ 配  布 

☆ 令 和 ６ 年度特 別 会計 財 務書 類 を会 計 検査 院 に送 付

す る こ と につい て          （財 務 省） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

資 料  
な し  
資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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令和７年 

11月７日 

 

◎ 配  布 

☆ 家 計 調 査報告            （ 総 務省 ） 

 
 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

         

（ 金 ）   件 名 外 案 件 
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